
通所介護の利用料 

【基本部分：通所介護費】（通常規模型） 

所要時間 

利用者の

要介護度 

通所介護費（１回あたり） 

単位

数※(

注 4)

参照 

基本利用料 

※（注１）参

照 

利用者負担金 

(自己負担１割の場

合) ※（注２）参

照 

利用者負担金 

(自己負担２割の場

合) ※（注２）

参照 

利用者負担金 

(自己負担３割の場

合) ※（注２）参

照 

６時間以

上 

７時間未

満 

要介護１ 584 ５,９２１円 ５９３円 １,１８５円 １,７７７円 

要介護２ 689 ６,９８６円 ６９９円 １,３９８円 ２,０９６円 

要介護３ 796 ８,０７１円 ８０８円 １,６１５円 ２,４２２円 

要介護４ 901 ９,１３６円 ９１４円 １,８２８円 ２,７４１円 

要介護５ 1008 １０,２２１円 １,０２３円 ２,０４５円 ３,０６７円 

【加算・減算】 

〇加算（１日または 1 月につき）※運営実績に基づき算定させていただきます。 

種類 単位 利用料 本人負担 

□ 入浴介助加算（Ⅰ） 

 入浴サービスを行った場合、かつ、入

浴介助に関わる職員に対し、入浴介 

助に関する研修を行った場合 

４０単位  ４０５円 ４１円  

８１円  

１２２円 



□ 入浴介助加算（Ⅱ）    

 入浴介助加算（Ⅰ）要件に加え

て、医師等または医師等の指示の下、

介護職員が代わりに居宅を訪問し情

報通信機器等を活用して状況把握を

行い、浴室の評価・助言をした上で入

浴計画を 作成し、計画に基づいて入

浴介助を行った場合 

５５単位  ５５７円  ５６円  

１１２円 

１６８円 

□ 中重度者ケア体制加算   

規定する員数に加えて 2 以上職員を

配置し、要介護 3 以上の占める割合

が 30％以上である場合 

４５単位  ４５６円 ４６円  

９２円  

１３７円 

 

□ 個別機能訓練加算（Ⅰ）  イ 

専従の理学療法士などを１名以上配

置し、個別機能訓練計画に基づき、

身体機能及び生活機能の向上を目

的とした機能訓練を行っている場合 

 

５６単位  ５６７円  ５７円  

１１４円 

１７１円 



 

□ 個別機能訓練加算（Ⅰ）  ロ 

加算（Ⅰ）の配置に加え、専従の理

学療法士などを１名以上配置し（配

置時間 の定めなし）、個別機能訓

練計画に基づ き、身体機能及び生

活機能向上を目的とした機能訓練を

行っている場合 

７６単位 ７７０円 ７７円  

１５４円 

２３１円 

□ 個別機能訓練加算（Ⅱ）  加

算（Ⅰ）に加えて、個別機能訓練計

画 等の内容を LIFE に提出し、フィード

バックの活用をしている場合 

２０単位   

（１月につき） 

２０２円  ２１円  

４１円  

６１円 

□ ＡＤＬ維持等加算     対

象者の総数が 10 人以上であり、利用

開始月とその後６月毎に ADL を測定

し、LIFE に提出しフィードバックの活用を

している場合 

（Ⅰ） ３０単位 

（１月につき） 

３０４円  ３１円  

６１円  

９２円   

訓練を実施した結果

対象者の平均 ADL

利得が 1 以上であっ



た場合 

（Ⅱ） ６０単位 

（１月につき） 

６０８円  ６１円  

１２２円  

１８３円  

訓練を実施した結果

対象利用者の平 均

ADL 利得が 3 以上で

あった場合 

□ 栄養アセスメント加算   管理

栄養士を１名以上配置し、多職種が

共同で栄養アセスメントを実施し説

明、必要に応じ相談に応じた場合 栄

養状態等の情報を LIFE に提出し、フィ

ードバックの活用をしている場合 

５０単位   

（１月につき） 

※月２回を限度  

５０７円 ５１円 

１０２円 

１５３円 

 ※栄養改善加算お

よび口腔・栄養ス クリ

ーニング加算と併算定

不可 

□ 栄養改善加算       低

栄養状態又はそのおそれのある利用

２００単位  

（１回につき） 

２，０２８円  ２０３円  

４０６円  



者に対し、管理栄養士を１名以上配

置し、利用開始時に多職種が共同で

栄養 ケア計画を作成、必要に応じて

居宅を訪問した上で栄養改善サービス

を実施し、定期的に記録・評価してい

る場合 

６０９円  

※３ヵ月内に月２回

まで算定 

□ 口腔・栄養 スクリーニング加算 

 ①利用開始時及び利用中６月毎に

口腔の健康状態について確認を行い、

介護支援専門員に情報提供している

場合  

②利用開始時及び利用中６月毎に

栄養 状態について確認を行い、介護

支援専門員に情報提供している場合 

（Ⅰ） ２０単位 

※６ヶ月に１回 

２０２円 ２１円  

４１円  

６１円 

①及び②に適合 

（Ⅱ） ５単位 

※６ヶ月に１回算

定  

５０円 ５円  

１０円  

１５円 

 ①又は②に適合 

□ 口腔機能向上加算  

口腔機能が低下している又はそのおそ

れのある利用者に対して、言語聴覚士

等を１名以上配置し、多職種が共同

（Ⅰ）１５０単

位  

（１回につき） 

※３ヶ月以内、月

１，５２１円  １５３円  

３０５円  

４５７円 



で口腔機能改善管理指導計画を作

成、計画に従い口腔機能向上サービス

を実施し、定期的に記録・評価してい

る場合 

２回を限度  

（Ⅱ） １６０単

位  

（１回につき） 

※３ヶ月以内、月

２回を限度  

１，６２２円 １６３円  

３２５円  

４８７円 

 ※加算（Ⅰ）に加

え計画等の 情報を

LIFE に提出し、フィード

バックを受けている場

合 

□ 科学的介護推進体制加算  心

身の状況などの基本的な情報を LIFE

に提出し、サービスを適切かつ有効に提

供するために必要な情報を活用してい

る場合 

４０単位  

（１月につき） 

４０５円  ４１円  

８１円 

１２２円 

□ 送迎減算  

居宅と事業所の間の送迎を行わなか

-４７単位  -４７６円 -４８円  

-９６円 -



った場合 １４３円 

□ 同一建物減算 ‐９４単位 

（一日につき） 

‐９５３円 ‐９６円  

‐１９１円  

‐２８６円 

□ サービス提供体制強化加算職員の

配置状況により算定する 

（Ⅰ） ２２単位 ２２３円 ２３円 

４５円  

６７円  

※介護職員総数のう

ち、介護福祉士 の占

める割合が 70％以上

または勤 続 10 年以

上介護福祉士が

25％以 上 

（Ⅱ） １８単位 １８２円  １９円    

３７円   

５５円 

 ※介護職員総数の

うち、介護福祉士 の



占める割合が 50％以

上 

 

 

（Ⅲ）６単位  ６０円  ６円 

１２円  

１８円  

介護職員総数のう

ち、介護福祉士の 占

める割合が 40％以上

または勤続 7 年以

上が 30％以上 

□ 介護職員等処遇改善加算 

①職場環境の改善、賃金体系等の

整備及び研修の実施  

②資格や勤続年数等に応じた昇給の

仕組みの整備  

③賃金の改善、職場環境の更なる改

（Ⅰ） 算定した単位数の  

９．２％ ①②③④に該当 

（Ⅱ） 算定した単位数の 

 ９．０％ ①②③に該当 

（Ⅲ） 算定した単位数の 

 ８．０％ ①②に該当 



善  

④経験技能のある介護職員を一定割

合以上配置 

（Ⅳ） 算定した単位数の  

６．４％ ①に該当 

 

 

 

加算等の種類 

加算・減算額（１回あたり） 

単位数 

基本利用

料 

※（注１）

参照 

利用者負担金 

(自己負担１割

の場合) ※（注

２）参照 

利用者負担金 

(自己負担２割

の場合) ※（注

２）参照 

利用者負担金 

(自己負担３割

の場合) ※（注

２）参照 

入浴介助加算（Ⅰ

） 

 

４０ ４０５円 ４１円 ８１円 １２２円 

口腔機能向上加算

（Ⅰ）（月２回まで

） 

１５０ 

１,５２１

円 

  １５３円 ３０５円 ４５７円 

個別機能訓練加算 

（Ⅰ）イ 

５６ ５６７円 ５７円 １１４円 １７１円 



送迎減算 

(片道につき) 

▲４７ ▲４７６円 ▲４８円 ▲９６円 ▲１４３円 

サービス提供体制強

化加算（Ⅰ） 

２２ ２２３円 ２３円 ４５円 ６７円 

介護職員処遇改善

加算（Ⅰ） 

（基本利用料＋各種加

算減算)の９．２％ 
左記額の１割 左記額の２割 左記額の３割 

（注１）上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額（事業所の所在地

が７級地のため、単位数に 10.14 を乗じた額）であり、これが改定された場合は、これら基本利

用料等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知

らせします。 

（注２）介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担

いただくこととなりますのでご留意ください。 

（注３）上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が生じ

ることがあります。 

（注４）感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が

当該月の前年度における月平均の利用者数よりも 100 分の５以上減少している場合には、利

用者数が減少した月の翌々月から３月以内に限り、１回につき所定単位数の 100 分の３に

相当する単位数が所定単位数に加算されます。ただし、利用者数の減少に対応するための経



営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合には、当該加算の期間

が終了した月の翌月から更に３月以内に限り、引き続き１回につき所定単位数の 100 分の３

に相当する単位数が所定単位数に加算されることがあります。 

 

（２）その他の費用 

食 費 

昼食代 ８５０円 

おやつ代 １５０円 

おむつ代等 

紙おむつ 実費/枚 

パッド 実費/枚 

交通費 

通常の事業の実施地域を越えて行う送迎に係る費用として、通常の事業の実施地

域を越えた地点から、片道５０円/ｋｍをいただきます。 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と

認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など

）について、費用の実費をいただきます。 

 

（３）キャンセル料 

 利用予定日の前にサービス利用の中止又は変更をすることができます。 

この場合には、利用予定日の前営業日１７時までに事業所に申し出てください。利用日の前営業



日１７時までに連絡がなく、サービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただき

ます。ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料はいた

だきません。 

キャンセルの時期 キャンセル料 

ご利用日の前営業日１７時までに 

ご連絡いただいた場合 

無料 

体調不良でご利用日、当日８時までにキ

ャンセルの連絡を頂いた場合 

無料 

自己都合でキャンセルの連絡を頂けなかっ

た場合 

食費代相当１，０００円 

 

（４）支払い方法 

毎月、１５日までに前月分の利用料の請求をいたしますので、２６日までにお支払ください。 

 


